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かとする。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の

４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

（５）政令第１６７条の４第２項の規定に基づき一般競争入札に参加することができない者

でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定を受け、かつ、手続開始決定後に本組合の入札参加資格の認定手続を完了している

者であること。 

（７）事故発生時等に緊急対応可能な体制を整備できる者であること。 

（８）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（９）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法（平成１７年法律

第８６号）第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定

する再生手続中の会社（以下「更生会社等」という。）である場合を除く。 

（ア）親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会

社の関係にある場合 

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（ア）の場合については、会社の

一方が更生会社等である場合を除く。 

（ア）一方の会社の役員が、もう一方の会社の役員を現に兼ねている場合 

（イ）一方の会社の役員が、もう一方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再

生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

（10）次のいずれかに該当する者（政令第１６７条の４第１項第３号に掲げる者を除く。）

でないこと。 

① 事業主、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である者 

② 暴力団員が実質的に運営している者 

③ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している者 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与して

いる者 

⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者 

（11）公告の日から２０に記載する入札執行の日までの間に、本組合から競争入札参加資格
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者指名停止の措置を受けていないこと。 

 

３ 入札・契約担当部署（書類提出先）（以下「担当部署」という。） 

〒８６８－００８５ 

熊本県人吉市中神町字城本 1348 番地 1 

人吉球磨広域行政組合 総務課 事業推進室 

電 話：０９６６－２３－３０８０ 

ＦＡＸ：０９６６－２２－７２５５ 

メールアドレス：jigyou@hitoyoshikuma.com 

 

４ 提出書類等 

（１） 競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。 

① 条件付一般競争入札参加資格審査申請書（様式第１号。以下「競争参加申請書」と

いう。） 

② 建設コンサルタント登録規程「廃棄物部門」の登録証の写し 

  ③ 業務実績調書（過去１０年以内（平成２８年度～令和７年度）に２（３）に記載す

る同種業務を元請として受託した実績について、それぞれ１件以上を一覧表及び個

表に必要事項を記載すること。また、記載内容が確認できる履行証明書、又は契約

書及び概要を確認できる仕様書の写しを添付すること。）（様式第６号、様式第６

号つづき） 
  ④ 予定管理技術者、予定照査技術者及び予定担当技術者の経歴書（保有資格を確認で 

きる資料の写しを添付すること。また、業務実績は２（３）に記載する同種業務そ 

れぞれ１件以上の契約実績を記載すること。）（様式第７号、様式第７号つづき） 

（２）提出書類、仕様書等は、人吉球磨広域行政組合ホームページ（以下「組合ホームペー

ジ」という。）からダウンロードし入手すること。 

（３）提出方法 

上記（１）に掲げる書類（以下「競争参加申請書等」という。）は、３に記載する担

当部署に、直接持参又は郵送（書留、簡易書留、特定記録郵便）又は宅配便などの、発

送受領が記録される方法により提出すること。（提出期限必着） 

（４）提出期限 

２０に記載する期間・期日等 

なお、不慮の事故による紛失又は遅配については、考慮しない。 

（５）辞退 

競争参加申請書提出後に入札参加を辞退する場合は、入札辞退届（別記第３号様式（第

５条関係））を提出すること。 

（６）その他 

  ① 競争参加申請書等を期限までに適切に提出しない者及び競争参加資格がないと認め

られた者は、当該競争入札に参加することができず、また落札者として決定されない。 

  ② 競争参加申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

  ③ 競争参加申請書等は、返却しない。 
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  ④ 提出期限後における競争参加申請書等の差替え及び再提出は、特別の事情がある場

合を除き認めない。 

   ⑤ 競争参加申請書等に虚偽の記載をした場合においては、人吉球磨広域行政組合工事

指名競争入札参加者指名停止措置要項（平成１１年告示第８号。以下「指名停止措置

要項」という。）に基づく指名停止を行うことがある。 

   ⑥ 競争参加申請書の提出後に競争参加資格を満たさなくなったときは、直ちにその旨

の申し出を行うこと。競争参加資格を満たさなくなったにもかかわらず、その旨を申

し出なかったときは、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

  ⑦ 組合は、競争参加申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 

 

５ 競争参加資格の確認 

  競争参加資格の確認は、競争参加申請書等が提出された時点より行うものとする。結果

については、２０に記載する期日までに電話連絡し、電子メールにて「条件付一般競争参

加資格審査通知書」を通知する。 

 

６ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）競争参加資格がないと認められた者は、組合に対しその理由について書面（様式は任

意）を提出することにより説明を求めることができる。その場合、２０に記載する期間

内に３に記載する担当部署へ、直接持参又は郵送（書留、簡易書留、特定記録郵便）又

は宅配便などの、発送受領が記録される方法により提出すること。（提出期限必着） 

（２）説明要求に対する回答は、２０に記載する日までに書面により回答する。 

 

７ 入札に関する質疑及び回答 

（１）入札公告及び仕様書に対する質疑がある場合は、入札に関する質疑書（様式第１１号）

により、２０に記載する期間中、３に記載する担当部署へファックスで提出すること。 

なお、送信後、担当部署に電話し到着を確認すること。 

（２）当該質疑に対する回答は、２０に記載する期間中、組合ホームページにより閲覧に供

する。 

 

８ 仕様書の閲覧 

  仕様書は、２０に記載する期間中、組合ホームページにより閲覧に供す。 

 

９ 入札の取りやめ等 

入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。また、その決定に対し、入札参加者

は異議を申し立てることができない。もし、取りやめ等なった場合でも、この入札に関し

て発生した費用は入札参加者が負担するものとする。 

（１）入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行す

ることができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札

の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（２）天災地変その他のやむを得ない理由により入札をすることができないと認められると
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きは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。 

（３）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に抵触

する不正な行為と認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。 

（４）公正に疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、入札の執行を延期し、又

は取りやめることがある。 

 

１０ 入札の無効 

次のいずれかに当てはまる入札は無効とする。 

（１）郵便入札は認めないとした場合にかかわらず郵送された入札 

（２）競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 

（３）委任状を提出しない代理人のした入札 

（４）記名、押印を欠く入札 

（５）金額を訂正した入札 

（６）「￥」マークの記入が無い入札 

（７）誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

（８）明らかに連合によると認められる入札 

（９）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

（10）２以上の意思表示をした入札 

（11）入札にあたり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者の入札 

（12）入札に関し、組合職員の指示に従わなかった者の入札 

（13）全各号に掲げるもののほか「入札書等の記入に当たっての注意点」及びその他入札に

関する条件に違反した入札 

   ※入札書、委任状などの印鑑部分のカラーコピーは認められません。 

 

１１ 入札の書き換え、引き換え、撤回の禁止 

  入札書を提出した後における書換え、引換え又は撤回はできない。 

 

１２ 入札を辞退する場合 

入札辞退届（別記第３号様式（第５条関係））を提出（郵送可）  

提出先：熊本県人吉市中神町字城本１３４８番地１  

アクアパーク（汚泥再生処理センター）  

人吉球磨広域行政組合 総務課 事業推進室 

 

１３ 入札を代表者以外の代理の者が行う場合 

委任状（第４条関係）を入札会場の受付に提出してください。 

 

１４ 入札執行にあたっての注意事項 

入札執行にあたり、正当な理由がなく不参加若しくは遅参した場合又は入札担当者の指

示に従わず、入札の執行を妨げた場合等には、競争入札参加者指名停止措置の対象になり

ますのでご注意ください。また、入札に遅参した者は入札に参加できません。 
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   ※入札書等の記載については、別紙、入札書等の記入に当たっての注意点を参照。 

 

１５ 入札執行の日時及び場所 

日時：令和８年６月１９日（金）午前１０時００分開始 

場所：熊本県人吉市赤池水無町１２６９番地１  

人吉球磨クリーンプラザ  ２階大会議室 

 

１６ 入札方法 

（１）入札書（別記第２号様式（第４条関係））に記載する金額は、各社において見積もっ

た本業務における総価を入札金額とする。 

（２）入札書等は、諸経費等すべて含んだ金額（消費税相当額を除いた額）を記載するこ

と。 

 

１７ 落札者の決定 

入札の回数は、１回とする。入札を行った結果、予定価格に達せず、落札者が無かった

場合は、最低価格者と協議する。また、最低価格者が同額で２社以上あった場合は、くじ

引きにて落札者を決定する。 

 

１８ 入札結果の公表 

  入札結果は、落札者の決定後、後日組合ホームページで公表する。 

 

１９ 支払条件 

  本業務の委託料については、本業務完了後、一括して支払うこととする。 

 

 

 

２０ 入札日程 

入札手続等 期間・期日等 場所・留意事項等 

仕様書等の閲覧 入札公告の日から 

令和８年６月１８日（木）まで 

組合ホームページによる。 

競争参加申請書等の提出 入札公告の日から 

令和８年５月２１日（木）午後５時

まで 

持参又は郵送（書留、簡易書留、特定記録

郵便）又は宅配便などの、発送受領が記録

される方法により提出すること。 

競争参加資格確認結果通

知 

令和８年６月３日（水）（予定） 電話連絡後、電子メールにより通知する。 

競争参加資格がないと認

めた理由の説明要求 

競争参加資格確認結果通知の日から 

令和８年６月４日（木）午後５時ま

で 

持参又は郵送（書留、簡易書留、特定記録

郵便）又は宅配便などの、発送受領が記録

される方法により提出すること。 

上記要求に対する回答 令和８年６月９日（火）まで 書面により回答する。 
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質疑書の提出 競争参加資格確認結果通知の日から 

令和８年６月９日（火）午後５時ま

で 

ＦＡＸによること。 

質疑に対する回答 令和８年６月１２日（金）午後５時

まで 

組合ホームページに掲載する。 

入札執行の日時及び場所 令和８年６月１９日（金） 

午前１０時から 

人吉球磨クリーンプラザ 

２階大会議室 

 

２１ その他 

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）競争入札に参加する者は、人吉球磨広域行政組合契約規則を遵守し、仕様書等を熟覧

の上、入札すること。 

（３）競争参加申請書等提出書類に虚偽の記載をした場合その他入札手続において不正又は

不誠実な行為を行った場合は、指名停止措置要項に基づく指名停止を行うことがある。 

（４）本入札公告は、入札説明書を兼ねる。 

 




